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感染性廃棄物の適正処理については、平成４年
に作成された「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄
物処理マニュアル」に基づいて行われてきた。そ
の後、平成１２年１２月、感染性廃棄物の判断の多く
を医師等に委ねていて判断基準が客観性を欠いて
いる等の指摘がなされた。環境省では専門家によ
る検討会を設置し、平成１６年３月、感染性廃棄物
の判断基準をより客観的なものにしたマニュアル
の改正を行った。本稿では感染性廃棄物の適正な
処理をお願いすべくその概略を解説し、関係者に
周知徹底を図ることである。
この改正マニュアルの中で医療関係機関等の排

出事業者に関する事項についての総論が述べられ
ている。①感染性廃棄物の処理に当たっては改正
マニュアルに基づき適正に行うものであること。
②排出事業者は、感染性廃棄物を自らの焼却施設
等により処理することができる。しからざる場合
は適正な処理業者あるいは市町村に委託すること
ができること。③感染性廃棄物の取り扱いに関す
る内部規定を作成し、施設内の関係者に周知徹底
すること。④処理業者に委託する場合は、処理業
者に関する情報収集に努め、十分な打合せの上で
感染性廃棄物の処理を実施すること。⑤分別され
た感染性廃棄物には「バイオハザードマーク」を

【STEP１】（形状）
廃棄物が以下のいずれかに該当する。
① 血液、血清、血漿および体液（精液を含む。）（以下「血液等」という。）
② 病理廃棄物（臓器、組織、皮膚等）
③ 病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの
④ 血液等が付着している鋭利なもの（破損したガラスくず等を含む。）

【STEP２】（排出場所）
感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室および検査室において治
療、検査等に使用された後、排出されたもの

【STEP３】（感染症の種類）
① 感染症法の一類、二類、三類感染症、指定感染症および新感染症ならびに結核の
治療、検査等に使用された後、排出されたもの
② 感染症法の四類および五類感染症の治療、検査等に使用された後、排出された医
療器材等（ただし、紙おむつについては特定の感染症に係るもの等に限る。）
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表示すること。非感染性のものにあってはその旨
表示することを推奨する。⑥医療関係機関等は、
感染性廃棄物の処理を委託する際には、産業廃棄
物管理票（マニフェスト）の交付、確認等の義務
を履行すること。
用語の定義について述べる。医療関係機関等か

ら排出される廃棄物には、医療行為等に伴って発
生するものと医療行為等以外の事業活動により出
されるものすなわち一般廃棄物に分類される。前
者には感染性廃棄物と非感染性廃棄物が含まれ
る。後者には非感染性一般廃棄物（紙くず、厨
芥、木くず、ガーゼ）と感染性一般廃棄物すなわ
ち特別管理一般廃棄物（ガラス等の鋭利なもの）
が含まれる。感染性廃棄物とは、医療機関等から
発生する廃棄物で、人が感染し、または感染する
恐れのある病原体が含まれ、もしくは、付着し、
またはそれらの恐れのあるものをいう。
感染性廃棄物の具体的な判断は、形状の観点、

排出場所の観点、感染症の種類の観点による（図
を参照）。一部追加として、外見上血液と見分け
がつかない輸血用血液製剤等、血液等が付着して
いない鋭利なものも感染性廃棄物として取り扱う
ことになる。血液、血清、血漿等が付着したオム
ツ等の取り扱いは、付着の程度や付着した廃棄物
の形状、性状の違いにより、専門知識を有する者
（医師、歯科医師、獣医師）が感染の恐れがある
と判断した場合には、感染性廃棄物とされる。逆
に感染の恐れがないと判断した場合には、感染性
廃棄物とはならない。感染性、非感染性のいずれ
かであるかは、この図のフローで判断が可能であ
るが、このフローで判断できないものについて
は、医師等により感染の恐れがあると判断される
場合は感染性廃棄物とする。
医療関係機関等の施設内における感染性廃棄物

の取り扱いについては、その分別、移動、保管、
梱包、表示、処理を行うことになっている。感染
性廃棄物は他の廃棄物と分別して排出しなければ
ならない。すなわち、感染性廃棄物、非感染性廃
棄物、それ以外の廃棄物に区分し、感染性廃棄物
は梱包が容易にできるように液状または泥状のも
のと固形状のものは分別し、鋭利なものは他の廃
棄物と分別する。廃棄物の発生場所から保管場所

への移動は、移動の途中で内容物が飛散、流出す
る恐れのない容器で行いカート等を使用する。感
染性廃棄物が運搬されるまでの保管は極力短期間
とする。保管場所は関係者以外立ち入れないよう
に配慮し、感染性廃棄物は他の廃棄物と区別して
保管する。保管容器を別々にする等して、一般廃
棄物も同じ場所（例えば汚物室）で保管すること
のないようにする。保管場所には、感染性廃棄物
の存在を表示し、取り扱いの注意事項を記載しな
ければならない。感染性廃棄物の収集運搬は、あ
らかじめ、密閉でき、収納しやすく、損傷しにく
い容器に入れて行う。この場合鋭利、固形状、液
状または泥状のものに区分して梱包する。同一の
処理施設で処理される場合には、必要に応じ、一
括梱包することができる。感染性廃棄物を収納し
た容器には、感染性廃棄物である旨および取り扱
う際に注意すべき事項を表示し、バイオハザード
マークで識別できるようにする。非感染性廃棄物
を収納した容器にも必要に応じ表示を行うことを
推奨している。感染性廃棄物の処理については、
施設内処理と外部委託処理による場合がある。感
染性廃棄物を自らの施設内で処理する場合は、焼
却設備で焼却、溶融設備で溶融、滅菌措置で滅菌
または肝炎ウイルスに有効な薬剤または加熱によ
る方法で消毒することにより感染性を失わせなけ
ればならない。しかし、廃棄物処理法、施行規
則、大気汚染防止法、ダイオキシン特別措置法お
よび各都道府県の条例等の法的面や近隣住民との
関係、処理残渣物の処分等を考慮し、施設内処理
は慎重に検討することが必要となる。現在ではこ
の処理方法はほとんどなされていない。
外部委託処理の場合は事前に委託契約をしなけ

ればならない。廃棄物処理法及び清掃に関する法
律により、排出事業者は自らの責任において廃棄
物を処理しなければならない。よって外部委託処
理をする場合においても、排出事業者は廃棄物が
最終処分されるまで責任を負う。従って、委託業
者の選択に当たっては、適正処理が可能な優良企
業を見分けることが必要である。感染性廃棄物の
処理委託契約は、書面により特別管理産業廃棄物
収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者との
二者契約となる。感染性廃棄物では、ほとんどが
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図１ 産業廃棄物の処理（他人に委託して処理する
場合）の流れ

図２ 産業廃棄物管理票（マニフェスト）の流れ

中間処理業者までの契約で、最終処分業者との契
約はない。
医療関係機関等は、処理業者との間で産業廃棄

物管理票（マニフェスト）の交付、確認をしなけ
ればならない。すなわち、感染性廃棄物を引き渡
す際に定められた様式に必要な事項を記入したマ
ニフェストを交付し、処理業者から返送されるマ
ニフェストの写しにより感染性廃棄物が最終処分
まで適正に処理されたことを確認しなければなら
ない。収集運搬終了を確認するもの（B２票）、
中間処理（焼却）終了を確認するもの（D票）、
最終処分（埋立）終了を確認するもの（E票）を
５年間保存しなければならない。
廃棄物の処理は、排出事業者に責任がある。医

療関係機関等は、委託基準やマニフェストについ
て法令上の義務を遵守することに加えて、感染性
廃棄物が最終処分に至るまでの一連の行程におけ
る処理が不適正に行われることがないように、必
要な措置を講ずるように努めなければならない

（法第１２条の２）。この注意義務に違反した場合
には、委託基準やマニフェストに係る義務に違反
がない場合であっても一定の要件の下に排出事業
者は措置命令の対象となる（法第１９条の４、５）。
従って、必要な措置を講じ、状況に応じた注意義
務を果たすことが必要である。すなわち、不適正
処理を行うおそれのある産廃処理業者に委託しな
いこと。適正な処理に必要な料金を負担するこ
と。不適正処理が生ずることを知った場合は委託
を中止する。そのためには、産廃処理業者や処理
料金に関する状況を把握することができるよう
に、道、市町村、産廃処理関係団体から積極的な
情報収集をおこなっておくことが必要である。北
海道医師会としても北海道産業廃棄物協会と話し
合いをもっている。
医療関係機関等においては、感染性廃棄物の改

正マニュアルにのっとり廃棄物の適正な処理をお
願いしたい。
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